
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問合せ】 

呉市環境政策課 

脱炭素推進グループ 

呉市役所本庁舎７階 

TEL:0823-25-3301 

申請受付期間 

※補助金交付予算額がなくなり次第，受付を終了します。（先着順）  

※補助金を申請し，市役所から交付決定を受けてから購入，設置して下さい。  

※令和９年２月２６日までに実績報告書の提出が必要です。  

 

※法定耐用年数（６年）を経過す

るまで，J-クレジット制度への

登録はできません。 

※国などの他の補助金との併用は

できません。 

 

定額 

30 万円 

補助 

詳しくはこちら  

呉市ホームページ  

（環境政策課）  

※補助金の交付には条件がありま

す。必ず HP を確認して下さい。 

  

・一般社団法人燃料電池普及促進協会（FCA）

に機器登録されている製品であること。  

・既存設備の更新も補助対象になりました。   

家庭用燃料電池（エネファーム）とは，都市ガス

や LP ガスから取り出した水素と空気中の酸素を化

学反応させて，電気をつくり，その際に発生する

熱でお湯を沸かし給湯などに利用するシステムで

す。 

 

【対象者】  

・呉市内で自ら所有し，居住す

る住宅に家庭用燃料電池（エ

ネファーム）を設置する方 

 

都市ガス・ＬＰガスを使用する家庭の省エネルギーを推進し，  

家庭部門からの温室効果ガス排出抑制を図るため，補助金を交付します。 

 

エネファームは，都市ガス・

LP ガスを使用する  

家庭の省エネに向いています。  

画像出典：一般社団法人燃料電池普及促進協会  

補助金名： 
呉市脱炭素社会推進重点対策加速化事業  
家庭用燃料電池設置費補助金  


